
 
 

連載 『会社の登記と司法書士』 

 第８回 種類株式の内容とポイント～「拒否権」「取得条項」編～  

 『会社の登記と司法書士』（執筆担当：司法書士 丸山主税）の第８回は、引き続き種類株式の
類型として、「拒否権付き種類株式」（黄金株とも呼ばれます）及び「取得条項付き種類株式」に

ついて、その内容を合わせて簡単にご紹介させていただきます。 

 

１．「拒否権付き種類株式」の概要 

 株主平等原則のひとつである１株１議決権の例外として、前回「議決権制限株式」についてご

紹介させていただきましたが、種類株式の内容のひとつである「拒否権付き」とは、その名のと

おり 通常の株主総会（または取締役会）のほかに当該種類株主総会の決議を要する と

いうものです。 

 拒否権のある種類株式を１株でも持っていれば、多数決の原理を超越して、会社の経営権を実

質的に支配できますので、種類株式の内容の中でもとくに強力な効力を持つといえるでしょう。 

 創業者自身や信頼度の高い株主に持たせることで、株式の保有比率に関わりなく一定の経営権

を掌握し続けたいといった段階的な事業承継や買収防衛策などに活用されます。 
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＜ 事例 ＞ 

 X 会社の創業者で現社長の Aは、以前から後継者として長男 B を次期社長にしたいと考えており、

今般自分の保有する株式を B に譲り、実際に経営者としての意思決定を任せたいと思っている。 

 一方で、まだ経験の浅い B には、会社の将来を左右するような重要な場面において、適切な判断

ができるのかどうか、多少不安も感じている。 

 できれば、いざという時には自分が最終判断できるようにしておきたい。 

 対応策  

  STEP１ 

  A の持つ株式のうち１株を「拒否権付き種類株式」、残りを「普通株式」とする定款変更を行う 

  STEP２ 

  普通株式のすべてを後継者 B へ譲渡 



 

２．「拒否権」の対象として定める内容 

 拒否権の対象となり得るのは、株主総会または取締役会（取締役会非設置の場合は、取締役の

過半数の決定事項については対象となりません。）における決議事項の全部または一部です。 

 これは決議された事項に対する「決裁」のようなもので、そもそも決議が成立しなかった場合

は、この種類株式の出番はないことになります。当然ながら、否決された決議事項を成立させる

ということはできません。 

 拒否権の対象を定めるにあたっては、実際の経緯や会社の実情に合わせて、また他の株主との

関係を踏まえ、明確かつ効果的な内容となるよう、重要な決議事項に的を絞ることが望ましいと

いえます。また、拒否権の発動要件を一定の条件下に限定することも可能です。 

 とくに重要な決議事項の例としては、以下のようなものが考えられます。 

  □ 一定額の財産処分や借入れ 

  □ 事業譲渡・譲受け 

  □ 役員の選任／解任 

  □ 定款の変更 

  □ 組織再編行為 

  □ 剰余金の配当 

 株主総会や取締役会の決議事項の全てを対象としたり、比較的広範囲な対象とする場合には、

拒否権の強力な効果ゆえ、ほかの株主の権利を不当に制限しすぎないよう十分検討が必要です。 

３．将来的なリスクの可能性  

 拒否権付き種類株式は１株でも効果を発揮しますので、保有する株主自身の属性や状況に大き

く影響を受けるものといえます。 

 仮に相続が発生した場合、何の手当てもなければ、各相続人が拒否権のついた種類株式をその

まま承継することになります。相続関係が複雑な場合もありますし、当該会社との関係が希薄で

非協力的な相続人がいれば、適切な会社運営に支障をきたす恐れもあるでしょう。個別に株式を

買い取ろうとしても、交渉がスムーズにいかないケースも十分考えられます。 

 また、高齢化に伴い認知症などで判断能力が低下したり、不慮の事故に合い意識不明の状態に

なるケースもあります。株主総会や取締役会の必要なときに、議決権を行使できなければ、２．

で定めた事項について会社として決めることができませんし、誤った判断をされてしまう可能性

もあります。この場合、成年後見制度を利用して後見人が議決権を行使する方法もありますが、

最終的に誰が後見人に選任されるかは家庭裁判所の判断になりますし、後見事務の負担も少なく

ありません。その他にも、拒否権付き種類株式の保持が望ましくない状況を想定しておく必要は

他の種類株式と比較しても高いといえるでしょう。 

４．「取得条項付き種類株式」 の検討 

 こういった事態を避けるため、合わせて種類株式の内容として、一定の事由が生じたこと

（または株主総会の決議）を条件として会社が株式を取得できる 旨の「取得条項」を

定めておく方法があります。定められた取得事由に該当した場合には、その種類株式は、株主の



 

 

意思に関係なく強制的に会社が回収する形となりますので、株式の散逸あるいは議決機能の停止

といったリスクを抑える事ができます。 

 なお、取得条項付き株式の取得方法としては下記のものがあります。 

  ① ＜一定の事由が生じた日に当該株式の全部を取得＞ 

  ② ＜一定の事由が生じた日とは別に会社が定める日に当該株式の全部を取得＞ 

  ③ ＜一定の事由が生じた日に会社が予め定めた当該株式の一部を取得＞ 

５．「一定の事由」の定め方  

 取得条項の発動要件である「一定の事由」については会社法に定型のものはなく、それぞれの

ニーズに応じて比較的自由な設計が可能ですが、客観的に判断できる内容である必要があります。 

 ３．で述べたような事例に対応する該当事由のほか、各事案によっても個別に考慮すべき事由

など、具体的な表現や文言の選択が難しいケースもあるかと思います。 

 いずれにしても種類株式として定款に定める内容は、第三者にとっても明確な内容になるよう

に専門的な視点から検討・工夫が必要といえます。 

（文責 ： 司法書士 丸山主税） 

 

 本レポートは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については各々固有・格別の事情・

状況に応じた適切な助言を求めていただく必要がございます。また、本稿に記載の見解は執筆担当者

の個人的な見解であり、当法人若しくは当グループ又は当法人のクライアントの見解ではありませ

ん。 

 PLUS Report では、本誌をより充実させ皆様に有益な情報を発信していくため、皆様のご意見・ご
感想をお待ちしております。採りあげますテーマなどお気軽にご意見やご要望をお寄せ頂けましたら

幸いです（PLUS Report 事務局 plus-report@plus-office.com） 

 

（お問合せ先） プラス事務所～司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士法人～ 

            福岡オフィス  司法書士 森田良彦／司法書士・行政書士 小野絵里／司法書士 丸山主税 

東京オフィス 〒104-0031 
 東京都中央区京橋 1 丁目 1 番 1 号 八重洲ダイビル５F 
 TEL 03-3516-1447 / FAX 03-3516-1448 

佐世保オフィス 〒857-0041 
 長崎県佐世保市木場田町 1 番 1 号 松永ビル 1F 
 TEL 0956-23-5400 / FAX 0956-23-5440 

熊本オフィス 〒860-0806 
 熊本市中央区花畑町 4 番 1 号 太陽生命熊本第 2 ビル 6F 
 TEL 096-342-4300 / FAX 096-342-4302 

福岡オフィス 〒810-0001 
 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 8 号 福岡天神センタービル 3F 
 TEL 092-752-8266 / FAX 092-752-8267 
博多オフィス 〒812-0012 
 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号 第１６岡部ビル 10F 
 TEL 092-461-7750 / FAX 092-461-7751 

 


